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柏市の周辺地域では、 明治 22 年の町村制施行により、 東葛飾郡の一部の千代田村として行政区分が整

えられました。 その後、 豊四季村との統合を経て、 大正 15年に、 町制を施行し、 柏町となりました。

昭和 29 年には、 土村、 田中村、 小金町 （後に松戸市に移管）、 富勢村の一部を編入し、 当初は東葛市と

して発足しましたが、 同年中に柏市へと改称されました。

さらに、 平成 17年の 「平成の大合併」 により沼南町を編入し、 現在の柏市の姿となりました。

柏市の発展の特徴として、 明治末期から大正時代にかけて常磐線及び東武野田線が開通し、 柏駅を中心

に地域の交通拠点の役割が高まったことが挙げられます。 また、 昭和初期には柏陸軍飛行場が設けられ、 軍

需産業の集積や住民の移動が活発化しました。 こうした背景から、 柏市は近代以降、 地域の中核的役割を果

たす重要な街として発展してきました。

戦後は農地改革や都市計画の推進により、 柏市周辺の都市化が急速に進みました。 1960 年代以降には

常磐線の複々線化や東京メトロ千代田線との直通運転の開始に伴い、 宅地開発が進展し、 大型団地やショッ

ピング施設が次々と建設され、 東京近郊のベッドタウンとして人口が大きく増加しました。

近年では、 柏の葉キャンパス地区において、 千葉大学や東京大学などの研究機関と連携した先進的な都市

開発が進められています。 交通・教育・商業の複合機能を備えた、 地域の中核を担う中心都市となっています。

柏市は令和６年に市制 70周年を迎え、 約 43万人の人口を擁する東葛地域の中心都市として、 現在も発

展を続けています。

 

１. 柏市のあゆみ
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出典 ：各年度の上下水道事業年報 

２. 柏市の人口及び世帯数

柏市では、 人口及び世帯数の増加傾向が続いており、 この 20年間で柏市の人口は約 54,000人、 世帯

数は約 53,000 世帯増加しています。 一方で、 １世帯当たりの人員は、 平成 17 年度の２．６３人から令和

６年度末の２．１６人へと減少しており、 世帯構成の変化が見られます。
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柏市の位置 

柏市は、 千葉県北西部の東葛地域に位置し、 市内には鉄道路線が３路線通っているほか、 常磐自動車道

や国道６号 ・ 16 号が通過しており、 東京都、 茨城県、 埼玉県東部 ・ 中央部、 千葉県内房方面へのアクセス

に優れています。

また、 市の北部には茨城県守谷市及び取手市との境界となる利根川が、 旧沼南町北部には千葉県我孫子

市との境界となる手賀沼及び手賀川が広がっています。 これらの水辺環境は、 豊かな自然とふれあえる場と

して親しまれており、 花火大会などのイベントを通じて観光の振興にもつながっています。

３. 柏市の位置
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柏市 人口 年代 国交省・厚労省 柏市水道 柏市下水道

S29 東葛市が誕生 S29
S29 柏市と改称

S32 人口5万人突
破

S32 水道法制定

S33

S35 柏市下水道事業着手（柏処理区）
S36 沼南町が誕生

S39 人口10万人
突破

S42 柏市下水道事業着手（十余二処理区）

S45 S45 供用開始（十余二処理区）

S48 供用開始（柏処理区）

S50
S54 北千葉広域水道企業団

＊
からの受水開

始

H11 柏処理区を流域に接続

H15 下水道法施行令改正：合流改善義務が規定された
H17 沼南町と合併

H21 十余二処理区を流域に接続

H22

H26 公営企業会計へ移行

H27
H28 柏市下水道事業中長期経営計画

策定：中長期的な視点に立った計
画的な経営基盤の強化

H31
( )

水道法改正：水道の基盤強化が示された

R3

R4
R6 水道事業の管轄が国土交通省・環境省へ移管

S20
柏市水道事業創設：市制施行に伴い水
道事業を創設

S40

※（年） 　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
例）R6は令和６年（期間：令和８年１月から12月まで）

H1

柏市水道事業ビジョン策定：安全な水道
水を安定的に供給するための各種の取
組みの推進

H10

S50

水防法改正：想定最大規模降雨で浸水が想定される
下水道区域を指定することが義務付けられた

R1

H20

【水道】

柏市上下水道局の新設：柏市水道事業と柏市下水道事業の組織統合

【下水道】

S64
(H1)

人口30万人
突破

人口20万人
突破

人口40万人
突破

【柏市の動き】 【国の動き】

現下水道法制定：下水道の役割として、都市の健全な
発達・公衆衛生の向上に寄与することが位置付けら
れたS30

下水道法改正：公害問題により、下水道法の目的に
「公共用水域の水質保全」が追加

１. 柏市水道事業及び下水道事業のあゆみ
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柏市 人口 年代 国交省・厚労省 柏市水道 柏市下水道

S29 東葛市が誕生 S29
S29 柏市と改称

S32 人口5万人突
破

S32 水道法制定

S33

S35 柏市下水道事業着手（柏処理区）
S36 沼南町が誕生

S39 人口10万人
突破

S42 柏市下水道事業着手（十余二処理区）

S45 S45 供用開始（十余二処理区）

S48 供用開始（柏処理区）

S50
S54 北千葉広域水道企業団

＊
からの受水開

始

H11 柏処理区を流域に接続

H15 下水道法施行令改正：合流改善義務が規定された
H17 沼南町と合併

H21 十余二処理区を流域に接続

H22

H26 公営企業会計へ移行

H27
H28 柏市下水道事業中長期経営計画

策定：中長期的な視点に立った計
画的な経営基盤の強化

H31
( )

水道法改正：水道の基盤強化が示された

R3

R4
R6 水道事業の管轄が国土交通省・環境省へ移管

S20
柏市水道事業創設：市制施行に伴い水
道事業を創設

S40

※（年） 　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
例）R6は令和６年（期間：令和８年１月から12月まで）

H1

柏市水道事業ビジョン策定：安全な水道
水を安定的に供給するための各種の取
組みの推進

H10

S50

水防法改正：想定最大規模降雨で浸水が想定される
下水道区域を指定することが義務付けられた

R1

H20

【水道】

柏市上下水道局の新設：柏市水道事業と柏市下水道事業の組織統合

【下水道】

S64
(H1)

人口30万人
突破

人口20万人
突破

人口40万人
突破

【柏市の動き】 【国の動き】

現下水道法制定：下水道の役割として、都市の健全な
発達・公衆衛生の向上に寄与することが位置付けら
れたS30

下水道法改正：公害問題により、下水道法の目的に
「公共用水域の水質保全」が追加
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①　沿革

柏市の水道事業は、 昭和 30 年６月 22 日に地下水を水源として給水を開始しました。 この時の創設事業

における当初の計画給水人口＊は 20,000人、 計画一日最大給水量＊は 4,000㎥ /日でした。

その後、 急激な人口増加と都市化の進展による水需要の増加に対応するため、 平成 23 年３月までに６回

の拡張事業＊を実施し、 水源地＊の建設や水道管の増設など、 水道施設の整備を進めてきました。

特に、 平成 14 年４月に開始した第六次拡張事業では、 旧沼南町との合併などを踏まえ、 平成 17 年３月

に計画給水人口を 400,500 人、 計画一日最大給水量を 169,800 ㎥ / 日へと変更し、 平成 23 年３月に

施設整備を完了しました。

その後の人口増加などを受け、 令和２年３月には計画給水人口を 427,150 人、 計画一日最大給水量を

133,570㎥ /日に変更し、 現在に至っています。

２. 水道事業

01 事業概要
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柏市水道事業の沿革 

事業名 

計画給水人口 

計画一日最大給水

量 

事業の背景と主な施設 

創設事業 

（昭和２９年６月～昭和３４年３月） 

２０，０００人 

４，０００㎥ 

市制施行に伴い水道事業を創設し（計画給水人口

２０，０００人、計画一日最大給水量４，０００㎥/

日）、地下水を水源とする第一水源地、第二水源地

を整備 

第一次拡張事業 

（昭和３７年４月～昭和４２年９月） 

５７，０００人 

２０，０００㎥ 

南部地域での活発な宅地開発を背景に、地下水を

水源とする第三水源地を整備 

富勢簡易水道創設事業 

（昭和４０年５月～昭和４３年３月） 

５，０００人 

７５０㎥ 

富勢地区への給水を行うため、簡易水道＊を創設

し、地下水を水源とする富勢水源地を整備 

第二次拡張事業 

（昭和４４年４月～昭和５４年３月） 

１５０，０００人 

６７，５００㎥ 

急速な市勢の発展を背景に、地下水を水源とする

第四水源地及び第五水源地を整備（富勢簡易水道

を統合、第二水源地を廃止） 

第三次拡張事業 

（昭和４９年４月～昭和５５年３月） 

２３４，０００人 

１１７，０００㎥ 

市勢の発展への対応と地下水の汲み上げ規制を

背景に、１県７市２町の構成団体により北千葉広域

水道企業団＊を設立し、新たな水源として受水＊を

開始 

第四次拡張事業 

（昭和５９年７月～平成８年３月） 

２８９，２００人 

１２２，５００㎥ 

都市化の進展と旧米軍柏通信所跡地利用計画の

具体化を背景に、第六水源地を整備（浄水センター

を設立し、遠方監視制御システムを導入） 

第五次拡張事業 

（平成８年４月～平成１１年３月） 

３００，３００人 

１２６，３００㎥ 

水需要のさらなる増加を背景に、水源施設給水区

域＊（４ブロック）の設定や幹線配水管を整備 

第六次拡張事業 

（平成１４年４月～平成２３年３月） 

※平成１７年３月に沼南町との合併に 

より事業計画を変更 

４００，５００人 

１６９，８００㎥ 

給水人口＊が前計画の計画目標値に達したこと、

つくばエクスプレスの開通に伴う都市化の進展、旧

沼南町との合併などを背景に、安定給水を図るた

め、給水区域を５ブロックに設定し、配水池＊の拡

張や幹線配水管などを整備 

給水人口増加に伴う水道事業変更（届出）

（令和２年３月） 

４２７，１５０人 

１３３，５７０㎥ 

平成１７年８月２４日つくばエクスプレスの開業や、

柏市北部地区の開発の進捗などにより人口増加が

続き、給水人口も増加しているため、計画給水人

口、計画一日最大給水量などを変更 

※計画給水人口、計画一日最大給水量欄の数値については、変更認可後のものを示している。 
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給水人口と給水量の推移

出典：各年度の上下水道事業年報 （令和３年度以前は水道事業年報） 

②　事業の特徴

柏市の水道事業は、 昭和 30 年６月に地下水を水源として給水を開始しました。 その後、 急激な人口増加

と都市化の進展に伴う水需要の増加に対応するため、 昭和54年６月に江戸川を水源とする北千葉広域水道

企業団からの受水を開始しました。 現在は、 受水を中心に、 地下水を水源とする自己水と混合し、 市民の皆

様へ安定的に給水しています。

自己水は、 災害時などに貴重な水源となるため、 地下水の保全に留意しながら取水しており、 鉄 ・ マンガ

ンの除去及び次亜塩素酸ナトリウムによる消毒を行っています。

また、 河川水を水源として北千葉広域水道企業団が運営する北千葉浄水場では、 平成26年 12月からオ

ゾン処理＊と生物活性炭処理＊を組み合わせた高度浄水処理＊を導入し、水質のさらなる向上が図られています。

③　水需要実績

柏市の給水人口は微増傾向にある一方で、 節水意識の高まりや節水機器の普及、 ライフスタイルの変化な

どにより、 一人当たりの使用水量は減少傾向にあり、 市全体の給水量はほぼ横ばいで推移しています。

令和２年度には一時的に給水量が増加しましたが、 これは新型コロナウイルス感染症による在宅時間の増

加の影響と考えられ、 その後は再び減少傾向にあります。
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柏市水道料金表（１か月あたり・税抜き） 

（注）上記、水道料金表の基本料金と従量料金の合計額に消費税など相当額を加算 

（注）「公衆浴場用」とは、公衆浴場法第１条第１項に規定する公衆浴場のうち物価統制令第４条の規定により千葉

県知事が入浴料金を定めるものの用に水道を使用する場合のもの 

家庭用の水道料金の比較（平均値・税込み） 

（注）口径１３㎜における水道料金（税込み・令和５年度時点） 

出典：令和５年度水道統計 

基本料金 従量料金（一般用）

給水管の口径 金額 金額（1㎥あたり）

13mm 460円 1 ㎥から 20 ㎥まで 60円

20mm 1,240円 21 ㎥から 40 ㎥まで 100円

25mm 2,030円 41 ㎥から 60 ㎥まで 155円

40mm 6,240円 61 ㎥から 100 ㎥まで 210円

50mm 9,200円 101 ㎥から 200 ㎥まで 280円

75mm 23,100円 201 ㎥以上 370円

100mm 49,400円 従量料金（公衆浴場用）

150mm 113,000円 金額（1㎥あたり）

200mm 210,000円 1 ㎥以上 35円

使用水量

使用水量

柏市
北千葉広域水道

構成団体
千葉県

1か月あたり家庭用料金
（20㎥使用料金）

2,266円
2,549円

（最大2,783円、
最小2,101円）

3,789円
（最大5,473円、
最小2,101円）

④　水道料金体系

柏市の水道料金は、 口径ごとに定めた基本料金と、 使用水量に応じた従量料金の合計額に消費税相当額

を加算して算定する二部料金制を採用しています。 また、 柏市では、 基本水量を設定していません。

水道料金は、 平成 11 年７月の改定以降、 消費税の改定を除き、 据え置きとなっています。 家庭用水道料

金は、 近隣事業体と比較しても低い料金設定となっています。
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※第一水源地は平成２７年３月から休止中 

給水区域図

①　給水区域

柏市では、 行政区域の全域を給水区域としており、 面積は１１４．７４㎢、 令和６年度末時点の給水人口は

414,047人で、 給水普及率は９４．８％に達しています。

給水区域内は、 水源地ごとに５つの配水区域に区分し、 それぞれの区域において浄水処理または受水を行

い、 配水池から市内へ水を供給しています。

また、効率的な配水運用を図るため、第六水源地 （浄水センター） に設置した中央監視制御システムにより、

各水源地の水道施設を集中的に監視 ・制御しています。

02 施設概要
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施設概要 

出典：令和６年度上下水道事業年報 

第一水源地 第三水源地 第四水源地 第五水源地 第六水源地 岩井水源地

供用開始年月
S３０．６

H27.3から休止
S40.8 S46.6 S49.8 S63.11 S53.4

水源
地下水＋送水

（第三水源地から）
地下水+浄水受水 地下水+浄水受水 地下水+浄水受水

浄水受水+送水
（第五水源地から）

浄水受水のみ

給水能力
13,000㎥/日

（休止前）
36,200㎥/日 25,500㎥/日 26,600㎥/日 34,900㎥/日 13,300㎥/日

取水施設
（深井戸）

4井 17井 9井 11井 ー ー

浄水処理 ー
除鉄・除マンガン処

理、塩素消毒
除鉄・除マンガン処

理、塩素消毒
除鉄・除マンガン処

理、塩素消毒
塩素消毒 塩素消毒

6池 3池 4池 3池 6池

21,000㎥ 11,400㎥ 16,000㎥ 15,000㎥ 12,400㎥

750kVA 625kVA 750kVA 1,000kVA 400kVA

29時間運転可能 26時間運転可能 29時間運転可能 26時間運転可能 26時間運転可能

250kVA

26時間運転可能

配水池 ー

自家発電設備 ー

②　水源地施設

柏市の水源地は、 令和６年度末時点で５か所稼働しており、 給水能力は合計 136,500 ㎥ / 日です。 各

水源地には配水池と自家発電設備を備えており、 配水池容量は合計 75,800 ㎥で、 一日最大給水量の約

12 時間分を確保しています。 また、 自家発電設備は、 各水源地の必要電力量を賄うことができる規模を有

しており、 24 時間以上運転可能な燃料を備蓄することで、 災害や事故による停電時においても安定した配

水が可能な体制を確保しています。

③　水源構成

柏市の水道は、 地下水と利根川水系江戸川の水 （北千葉広域水道企業団からの浄水受水） を水源として

います。 近年では、 地下水による自己水源が約２割、 浄水受水が約８割を占めています。

市内の地下水は、 深さ 200 メートル前後の深井戸 41 本 （休止中４本を含む） からポンプでくみ上げて

います。 井戸の老朽化などで揚水量は経年的に減少しています。 また、 地盤沈下対策のため、 千葉県環境

保全条例により地下水の採取が規制されています。

柏市では、 将来にわたって地下水を有効に利用するため、 井戸のメンテナンスや掘り替え （更新） などの

事業を積極的に実施し、 揚水量の維持に努めています。

一方で、 北千葉広域水道企業団から柏市への給水は、 利根川水系の水源開発に合わせて段階的に増量さ

れています。 令和６年度の計画給水量は 99,300 ㎥ / 日ですが、 令和９年度以降は思川開発事業によるダ

ム等の供用開始が予定されており、 104,300㎥ /日へ増加する見通しです。

今後も、 地下水源の保全を図りながら、 北千葉広域水道企業団からの受水量を確保し、 安定した水供給

を維持していきます。 また、 地下水は災害時における貴重な水源でもあるため、 深井戸の適切な管理を行い、

適正な範囲で最大限に活用していきます。
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水源割合の推移 

水源別水量 

※第五水源地の取水量及び受水量のうち、９，１０２㎥/日は第六水源地へ送水された水量 

出典：令和６年度上下水道事業年報 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

S50 S55 S60 H5 H10 H15 H20 H25 H30 R5 R6

（万㎥）

地下水（自己水源） 北千葉（受水）

旧沼南町と合併

柏市水道の管路延長 

出典：令和６年度上下水道事業年報

導水管 送水管 配水本管 配水支管 合計

延長 15km 10km 32km 1,418km 1,475km

割合 1.0% 0.7% 2.2% 96.1% 100.0%

④　管路延長

令和６年度末現在、 柏市の水道管路延長は約1,475 ｋｍとなっており、 このうち配水管＊ （配水本管＊及び

配水支管） が約98％を占めています。
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①　沿革

柏市の下水道事業は、 昭和 35 年に柏駅周辺を中心とした単独公共下水道＊の整備に着手したことから始

まりました。 事業当初の計画面積＊は 417 ｈａ、 計画人口＊は 50,000 人でした。 その後、 昭和 42 年には

十余二工業団地を対象とした特定公共下水道＊の整備に着手し、 昭和 45 年に供用を開始しました。 その後、

昭和48年に単独公共下水道の供用も開始されています。

さらに、 千葉県により手賀沼流域下水道＊及び江戸川左岸流域下水道＊計画が策定され、 柏市の大部分が

その流域下水道の計画区域に属することとなったため、 これらに接続する流域関連公共下水道の整備に着手

しました。 昭和 47 年度には手賀沼流域関連公共下水道の第１次基本計画＊を策定し、 昭和 55 年度には江

戸川左岸流域関連公共下水道を含めた基本計画を策定して整備を進めました。

単独公共下水道及び特定公共下水道も、 それぞれ平成 11 年度及び平成 21 年度に手賀沼流域下水道へ

の切り替えを行い、 これをもって柏市の下水道事業は流域関連公共下水道のみとなりました。

事業当初より整備の進捗に合わせた計画の見直しを行い、 平成 17 年の柏市と沼南町の合併に伴う旧沼

南町の公共下水道 （手賀沼流域関連公共下水道） 統合を経て、現在の全体計画では、計画面積は 728 ７. ３

ha、 計画人口は 398,200人となっています。

また経営面では、 平成 26 年度から公営企業会計へ移行し、 経営 ・ 資産状況の正確な把握や弾力的な経

営等の実現に取り組んでいます。

３. 下水道事業

01 事業概要
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柏市下水道事業の沿革 

年度 処理区
面積
(ha)

計画人口
(人)

備考

昭和35年 単独公共下水道 417 50,000 事業着手

昭和42年 単独公共下水道 4,119 250,000 基本計画変更

十余二終末処理場処理開始

十余二処理場供用開始

昭和46年 手賀沼 流域下水道（千葉県施工）事業着手

昭和47年 江戸川左岸 流域下水道（千葉県施工）事業着手

柏終末処理場処理開始

柏処理区供用開始

手賀沼 4,369 362,929 基本計画変更

手賀沼 4,724 368,110

江戸川左岸 319 22,100

北部（単独） 805 32,200

手賀沼終末処理場（流域下水道）処理開始

手賀沼処理区の一部供用開始

江戸川左岸 江戸川第２終末処理場（流域下水道）処理開始

手賀沼 4,724 368,110

江戸川左岸 319 22,100

手賀沼 4,837 378,000

江戸川左岸 319 30,200

平成2年 江戸川左岸 江戸川左岸処理区の一部供用開始

手賀沼 5,498 468,300

江戸川左岸 317 31,700

平成11年 手賀沼 柏処理区を手賀沼流域下水道に接続

手賀沼 350,000

江戸川左岸 20,000

平成16年 沼南町と合併

手賀沼 7,045 372,700

江戸川左岸 315 21,700

平成21年 手賀沼 十余二処理区を手賀沼流域下水道に接続

平成23年 手賀沼 十余二終末処理場跡地売却

手賀沼 6,973 377,600

江戸川左岸 315 20,600
令和7年 全体計画変更（令和７年度内策定予定）

平成7年 基本計画変更

平成13年 基本計画変更

平成20年 全体計画（基本計画から名称変更）変更

基本計画変更

昭和63年 基本計画変更

昭和55年 基本計画変更

手賀沼

昭和59年

昭和48年
単独公共下水道

昭和56年

昭和45年 特定公共下水道
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水洗化人口と有収水量の推移

出典：各年度の上下水道事業年報 （令和３年度以前は下水道事業年報） 

②　事業の特徴

現在、 柏市の下水道事業は手賀沼流域下水道及び江戸川左岸流域下水道に接続する流域関連公共下水道

として整備 ・運用が行われています。

市内のほとんどの地域では、 雨水と汚水を別々の管で流す分流式下水道が整備されていますが、 事業初

期に整備された柏駅周辺では、 雨水と汚水を同じ管で流す合流式下水道となっています。

現在、 汚水管及び合流管の総延長は約 1,200 ｋｍに及び、 これらの管を通って流れた汚水は、 千葉県が

運営する流域下水道施設に送られ、 他の市町村の汚水とともに処理されています。

③　有収水量実績

柏市の水洗化人口＊は緩やかに増加傾向にありますが、 近年ではその伸びが鈍化しています。 これに伴い

有収水量＊も緩やかに増加してきました。

令和２年度には、 有収水量が大きく増加しましたが、 これは新型コロナウイルス感染症の影響による在宅

時間の増加が要因と考えられます。 その後は、 水洗化人口の増加が落ち着き、 節水意識の高まりなども影響

して、 有収水量は概ね横ばいで推移しています。
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柏市下水道使用料表（１か月あたり・税抜き）  

家庭用の下水道使用料の比較（平均値・税込み） 

出典：令和５年度公営企業年鑑 

◎下水道使用料(上水道と併せて使用している場合)

基本料金 543円

従量料金（一般汚水の場合）

金額（1㎥あたり）

10 ㎥まで 46円 ◎下水道使用料（上水道以外の水を使用している場合）

10 ㎥超 20 ㎥まで 114円 （１）検針メーターが設置されている場合

20 ㎥超 30 ㎥まで 136円 ・上水道と併せて使用している場合と同様に徴収

30 ㎥超 50 ㎥まで 183円

50 ㎥超 100 ㎥まで 233円 （２）検針メーターが設置されていない場合（１か月あたり）

100 ㎥超 500 ㎥まで 292円 下水道使用料

500 ㎥超 351円 20 ㎥ 1,003円

従量料金（公衆浴場汚水の場合） 32 ㎥ 1,687円

金額（1㎥あたり） 44 ㎥ 2,415円

12円 56 ㎥ 3,231円4人以上

世帯人数 認定汚水排除量

1人

2人

3人

汚水排除量

汚水排除量

単一料金

柏市 手賀沼流域下水道 千葉県

1か月あたり家庭用使用料
（20㎥使用料金）

2,357円
2,364円

（最大2,689円、
最小1,848円）

2,513円
（最大3,850円、
最小1,848円）

④　使用料体系

柏市の使用料は、 基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額に消費税相当額を加算して算定してい

ます。

使用料は、 平成 24 年度の改定以降、 消費税の改定を除き、 据え置きとなっています。 家庭用使用料は、

近隣事業体と比較しても低い料金設定となっています。
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下水道計画区域図

①　下水道処理区域

柏市公共下水道全体計画区域は、 ７, ２８７．３ｈａです。 このうち、 6, ９７２．６ｈａが手賀沼流域関連公共下

水道区域で、 ３１４．７ｈａが江戸川左岸流域関連公共下水道区域です。

手賀沼流域関連公共下水道の事業計画＊面積は 5,135 ｈａで、 令和６年度末時点の処理面積は約

4,633 ｈａ、 下水道処理人口＊は 379,949人となっています。

また、 江戸川左岸流域関連公共下水道の事業計画面積は 257 ｈａで、 令和６年度末時点の処理面積は約

225 ｈａ、 下水道処理人口は 18,372人となっています。

手賀沼流域関連公共下水道と江戸川左岸流域関連公共下水道を合わせた柏市全体の事業計画面積は

5,392 ｈａで、 令和６年度末時点の処理面積は約4,858 ｈａ、 対事業計画整備率は約９０．１％となっていま

す。 柏市全体の下水道処理人口は 398,321人で、 行政人口437,716人に対する下水道処理人口普及率

は約９１．０％となっています。

02 施設概要
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②　ポンプ場 ・貯留場

大雨などにより柏ビレジ調整池の水位が上昇した際に、 利根川へポンプで強制的に排水するための施設と

して、 柏ビレジ排水ポンプ場が設けられています。

柏ビレジ排水ポンプ場の概要 

 

出典：令和６年度上下水道事業年報 

敷地面積 1,516.94m²

ポンプ設備 ４台

ポンプ棟 １棟

調圧水槽 １個

電気設備 一式

また、 大雨などにより合流区域＊の排水が増加した際に、 排水を一時的に貯めて流出を調整するための施

設として、 篠籠田貯留場が設けられています。

篠籠田貯留場の概要 

 

出典：令和６年度上下水道事業年報 

敷地面積 9,237m²

沈砂池 ２池

ポンプ施設 ５台

一時貯留能力 6,170m³

本館 １棟

③　マンホールポンプ

柏市内にはマンホールポンプが各所に設置されています。 マンホールポンプは、 自然勾配で汚水を排水で

きない地域において、 ポンプ及び圧送管を用いて汚水を下流側の人孔へ排出する役割を担っています。

マンホールポンプの概要 

出典：令和６年度上下水道事業年報 

数量 口径 吐出量

66箇所 ５０～１５０mm 0.04～2.82ｍ³/分

④　管路延長

令和６年度末現在、 柏市の下水道管路延長は約 1,360 ｋｍであり、 このうち汚水管が約 85％を占めて

います。

柏市下水道の管路延長 

出典：令和６年度上下水道事業年報

雨水 汚水 合流 合計

延長 156km 1,151km 53km 1,360km

割合 11.5% 84.6% 3.9% 100.0%
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柏市上下水道局 行政組織図 

柏市水道事業と下水道事業は組織を統合し、 令和４年度から上下水道局になりました。 事業統合に合わせ

て、 水道部庁舎の建て替え及び下水道関連部署の移転が行われ、 名称も上下水道局庁舎に変更されました。

この上下水道局庁舎は、 高い耐震性能を備えた災害対策の拠点となるように計画されており、 応急給水＊に

必要な設備を備えています。 また上下水道事業を集約することで、 料金徴収や災害対策の窓口が一つになり、

市民サービスの向上が期待できます。

令和６年４月に国の水道事業が、 下水道事業を所管する国土交通省に移管 （一部事業は環境省に移管）

されたことや、 能登半島地震による被害を契機に全国で上下水道耐震化計画が策定されたことから、 全国的

にも上下水道一体で事業を行うことの必要性は高まっています。 柏市上下水道局においても、 上下水道耐震

化計画が策定され、 対策が進められています。

上下水道局は７つの課で構成されており、 日々上下水道が抱える諸問題に取り組んでいます。

４. 上下水道事業


